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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　広帯域無線アクセスシステムにアクセスするためにレンジング手順を実行する方法であ
って、該方法は、
　移動局（ＭＳ）におけるＭＡＣエンティティによって、移動局（ＭＳ）ネットワーク制
御管理システム（ＮＣＭＳ）から位置更新を示すタイプフィールドを含む第１のプリミテ
ィブを受信することであって、該第１のプリミティブは、基地局（ＢＳ）へのレンジング
要求の伝送を介して該位置更新を実行させる、ことと、
　該位置更新を実行するために、該ＭＳにおけるＭＡＣエンティティによって、該ＢＳに
レンジング情報を含む該レンジング要求を送信することであって、該レンジング情報は、
該位置更新に関連している、ことと、
　該ＭＳにおけるＭＡＣエンティティによって、該ＢＳからレンジング応答を受信するこ
とと、
　該レンジング応答の結果を提供するために、該ＭＳにおけるＭＡＣエンティティによっ
て、該ＭＳ　ＮＣＭＳに第２のプリミティブを伝送することであって、該第２のプリミテ
ィブは、位置更新結果とページング制御装置ＩＤとページング情報とを含み、該ページン
グ情報は、該位置更新結果が位置更新が成功したことを示す場合にのみ含まれ、該ページ
ング情報は、ページングオフセットとページングブループＩＤとページング周期とを含む
、ことと
　を含む、方法。



(2) JP 4603071 B2 2010.12.22

10

20

30

40

50

【請求項２】
　前記レンジング情報は、初期レンジングをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記レンジング情報は、少なくともハンドオーバー（ＨＯ）レンジングまたは周期的レ
ンジングをさらに含む、請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　前記レンジング要求は、ネットワークエントリを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項５】
　前記ネットワークエントリは、メトロポリタン・エリア・ネットワーク（ＭＡＮ）への
エントリのためである、請求項４に記載の方法。
【請求項６】
　レンジングが成功するまで、前記第１のプリミティブを受信することと、前記レンジン
グ要求を伝送することと、前記レンジング応答を受信することと、前記第２のプリミティ
ブを送信することとをさらに含む、請求項１に記載の方法。
【請求項７】
　前記レンジング要求は、コードまたはＭＡＣアドレスを含む、請求項１に記載の方法。
【請求項８】
　広帯域無線アクセスシステムにアクセスするためにレンジング手順を実行する方法であ
って、該方法は、
　基地局（ＢＳ）におけるＭＡＣエンティティによって、移動局（ＭＳ）からレンジング
情報を含むレンジング要求メッセージを受信することであって、該レンジング情報は、位
置更新に関連している、ことと、
　該ＢＳにおけるＭＡＣエンティティによって、基地局（ＢＳ）ネットワーク制御管理シ
ステム（ＮＣＭＳ）に対して、ページング制御装置ＩＤを含む第１のプリミティブを送信
し、レンジング要求が受信されたことを示すことと、
　レンジング応答の伝送を要求するために、該ＢＳにおけるＭＡＣエンティティによって
、第２のプリミティブを受信することであって、該第２のプリミティブは、位置更新結果
とページング制御装置ＩＤとページング情報とを含み、該ページング情報は、該位置更新
結果が位置更新が成功したことを示す場合にのみ含まれ、該ページング情報は、ページン
グオフセットとページングブループＩＤとページング周期とを含む、ことと、
　該ＢＳにおけるＭＡＣエンティティによって、該ＭＳに該レンジング応答を伝送するこ
とと
　を含む、方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は広帯域無線アクセスネットワークにおけるネットワークアクセスのためのプロ
トコルシグナリングに関し、特に、移動局がネットワークに接続できるようにプリミティ
ブを利用する管理方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１はプロトコルスタック構造の一例を示す図である。図２は広帯域無線アクセスシス
テムにおける移動局の初期化時のネットワークアクセス過程の一例を示すフローチャート
である。
【０００３】
　図２に示すように、移動局が最初に電源をオンにするとダウンリンクチャネルを検索し
、基地局とのアップリンク及びダウンリンクの同期を取る（Ｓ２１）。前記移動局は前記
基地局との測距を行ってアップリンク伝送パラメータを調整し、前記基地局から基本管理
接続識別子（ｂａｓｉｃ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＣＩＤ）とプライマリ管理接続識別子
（ｐｒｉｍａｒｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＣＩＤ）を割り当てられる（Ｓ２２）。そし
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て、前記基地局と基本機能に関するネゴシエーションを行う（Ｓ２３）。さらに、前記移
動局に対する認証を行い（Ｓ２４）、前記基地局への登録を経て、ＩＰ（Ｉｎｔｅｒｎｅ
ｔ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ）により管理される前記移動局は、前記基地局から割り当てられる
セカンダリ管理接続識別子（ｓｅｃｏｎｄａｒｙ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＣＩＤ）を受
信する（Ｓ２５）。その後、ＩＰ接続を設定し（Ｓ２６）、現在の日付及び時間を設定し
（Ｓ２７）、移動局構成ファイルをＴＦＴＰサーバからダウンロードし（Ｓ２８）、予め
用意されたサービスへの接続を設定する（Ｓ２９）。
【０００４】
　図３は移動局がダウンリンク同期を取る過程の一実施例を示すフローチャートである。
図４は移動局がアップリンク同期を取る過程の一実施例を示すフローチャートである。図
５及び図６は移動局が測距を行う過程の一実施例を示すフローチャートである。
【０００５】
　図７は移動局により実行された基本機能を基地局とネゴシエートする過程の一実施例を
示すフローチャートである。図８は移動局のＳＢＣ－ＲＳＣ待機過程の一実施例を示すフ
ローチャートである。図９は移動局の登録過程の一実施例を示すフローチャートである。
図１０は移動局のＲＥＧ－ＲＳＰ待機過程の一実施例を示すフローチャートである。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来技術においては、ネットワークアクセスのために移動局と基地局間で送受信される
ＭＡＣ管理メッセージは定義されているが、このようなメッセージに関連して、移動局内
のプロトコルスタック層での実際の動作及び基地局内のプロトコルスタック層での動作は
定義されていない。従って、移動局又は基地局を管理するための別途の管理システムを提
供する必要がある場合、これを実現することができないという問題があった。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様は前述のような従来技術の問題に対する本発明者らの認識を含む。この
ような問題を解決するために、本発明は、移動局がネットワーク接続方法を行えるように
、広帯域無線アクセスシステムにおいてプロトコルスタック層での動作を明確にするため
に、上位管理層とＭＡＣ層間のプリミティブを定義する方法を提供する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、移動局が本発明により定義されたプリミティブを利用してスキャニン
グを行う場合、プロトコルスタック層内での正確な動作を実現できる。従って、このよう
なプリミティブを利用することにより、直接又は間接方式でネットワーク制御管理システ
ム（Ｎｅｔｗｏｒｋ　Ｃｏｎｔｒｏｌ　ａｎｄ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｓｙｓｔｅｍ；
ＮＣＭＳ）とメディア独立ハンドオーバー（Ｍｅｄｉａ　Ｉｎｄｅｐｅｎｄｅｎｔ　Ｈａ
ｎｄｏｖｅｒ；ＭＩＨ）層間の通信が可能になるので、ＭＩＨ手順を実現できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明は８０２．１６ｅネットワークなどの広帯域無線アクセスシステムで実現される
と記述されている。しかし、本発明の概念及び教示は一般的な技術に基づいて類似した方
式で動作する多様な通信スキームに適用できるので、本発明は他のタイプの通信規格（例
えば、８０２．１６ｇ、８０２．２１、８０２．１１ｕなど）に準拠した通信システムで
も適用及び実現できる。以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明するが、本
発明はこれに限定されるものではない。
【００１０】
　また、本発明の特定態様においては、エンティティ、インタフェース、プリミティブ、
メッセージなどのための特定名称に関して記述するが、本技術の分野における通常の知識
を有する者であれば、このような名称に限定されず、その機能が本発明の教示に該当する
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ものであれば他の名称（ラベル、用語など）も使用できることを明確に理解するであろう
。
【００１１】
　本発明は、移動局のＭＡＣ層が管理エンティティから測距のための第１プリミティブを
送信する段階と、アップリンクの測距区間に基地局にＣＤＭＡコードを送信する段階と、
測距応答を受信する段階と、前記測距応答に含まれるパラメータ又は進行状態を前記管理
エンティティに送信する段階と、前記管理エンティティからネットワークアクセスに必要
なパラメータを受信するために第２パラメータを送信する段階と、移動局のＭＡＣアドレ
スを含む測距要求メッセージを前記基地局に送信する段階と、管理ＣＩＤを含む測距応答
メッセージを受信する段階と、前記測距応答メッセージに含まれる情報を前記管理エンテ
ィティに送信する段階とを含むことを特徴とする広帯域無線アクセスシステムにおけるネ
ットワーク接続方法を提供する。
【００１２】
　以上の特徴と利点は添付の図面及び以下の関連の詳細な説明を参照するとより容易に理
解されるであろう。以下、添付の図面を参照して本発明の好ましい実施形態を詳細に説明
する。
【００１３】
　図１１はメディア独立ハンドオーバー（ＭＩＨ）を考慮したプロトコル構造の実施形態
を示す図である。
【００１４】
　本発明が提案するプリミティブは、管理サービスアクセスポイント（Ｍａｎａｇｅｍｅ
ｎｔ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ；Ｍ－ＳＡＰ）及び／又は制御サービ
スアクセスポイント（Ｃｏｎｔｒｏｌ　Ｓｅｒｖｉｃｅ　Ａｃｃｅｓｓ　Ｐｏｉｎｔ；Ｃ
－ＳＡＰ）を介して、ネットワーク制御管理システム（ＮＣＭＳ）に伝達される。
【００１５】
　Ｍ－ＳＡＰは、システム設定機能、統計モニタリング機能、通知／トリガ機能などをサ
ポートするために使用される。Ｃ－ＳＡＰは、移動局からのハンドオーバー要求通知など
のハンドオーバー機能、アイドルモード移行などのアイドルモード移動性管理機能、移動
局からのセッション設定要求などの加入及びセッション管理機能、無線リソース管理機能
などをサポートするために使用される。
【００１６】
　前述のように前記ＳＡＰはその機能別に区分できるが、本発明により提案されたプリミ
ティブは、前記２つのＳＡＰのいずれか一方又は両方を介して伝達できる。本発明の効果
としては、前記プリミティブが前記ＮＣＭＳを介して必要な上位層に伝達されるため、シ
ステム全体の管理及び／又は制御を行うエンティティ（移動局又は基地局）がＭＡＣ層と
ＰＨＹ層も管理できるようになる。
【００１７】
　本発明による管理を行うエンティティは、ＮＣＭＳとインタフェースする全てのエンテ
ィティを含む。これは機器（例えば、移動局、基地局など）内のＩＰ層又はその上位層に
ある論理的な管理エンティティ又は物理的な管理エンティティを含む。本発明の動作は、
ＮＣＭＳを介して上位管理エンティティからＭ－ＳＡＰ又はＣ－ＳＡＰに通信が行われる
ので、ＮＣＭＳが直接プリミティブを送る（伝達する）ように見える。
【００１８】
　本発明における上位管理エンティティは、図１に示すようなプロトコルスタック内の階
層管理エンティティの上位に位置し、ＮＣＭＳ又は階層管理エンティティの管理ＳＡＰを
介して通信する物理的な上位管理エンティティ又は論理的な上位管理エンティティに区分
される。上位管理エンティティは、特定プロトコルスタック内に存在することもでき、別
途の独立したシステム又はスタックとして存在することもできるが、概念的に上位管理エ
ンティティという。
【００１９】
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　図１２は遠隔エンティティとの相互作用が必要な場合の動作を示す図である。図１３は
ローカルエンティティ内でのみ伝達されるプリミティブの実施形態を示す図である。
【００２０】
　図１２に示すように、遠隔エンティティとの相互作用がある場合は、要求／確認又は応
答／指示から構成される１対のプリミティブが伝達される。
【００２１】
　図１３に示すように、ローカルスタック内で動作が発生する場合、管理エンティティと
ＮＣＭＳ間の相互交換（すなわち、双方向動作）と、単方向動作の２つの状況があり得る
。双方向動作の場合、管理エンティティからＭ－ＳＡＰ／Ｃ－ＳＡＰを介したＮＣＭＳへ
の伝達は要求（Ｒｅｑｕｅｓｔ）といい、それに対して伝送される応答は指示（Ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎ）という。単方向動作の場合、管理エンティティからＭ－ＳＡＰ／Ｃ－ＳＡ
Ｐを介したＮＣＭＳへの伝達は要求といい、反対方向への単方向伝達は指示という。
【００２２】
　本発明によるプリミティブは、マルチモードの移動局において、管理エンティティが該
当モードを指示する場合、又は該当モードが全てのマルチモードを管理するエンティティ
に情報を伝達する場合に使用できる。この場合は次の２つの状況がある。
【００２３】
　第１に、ＭＩＨ層又はＭＩＨ機能から下位層にプリミティブが伝達される場合、ＭＩＨ
（層又は機能）は、上位層から受信した情報（例えば、コマンドなど）を解析して該当プ
リミティブを伝達することもでき、上位層の情報（コマンド）を本発明のコマンドとマッ
ピングして伝送することもできる。
【００２４】
　第２に、下位層からＭＩＨ層又はＭＩＨ機能にプリミティブが伝達される場合、ＭＩＨ
（層又は機能）は、下位層から受信したプリミティブを解析して上位に送る該当プリミテ
ィブを送信することもでき、下位層のプリミティブを上位に送るプリミティブと単にマッ
ピングして送信することもできる。
【００２５】
　ＭＩＨに使用されるときには、本発明で定義されたプリミティブがＮＣＭＳとＭＩＨ間
のＳＡＰ又は管理エンティティとＭＩＨ間のＳＡＰを介して伝達されて、ＭＩＨ技術が実
現されるようにする。
【００２６】
　以下、本発明により提案されるプリミティブの例を説明する。本明細書で説明されるプ
リミティブのパラメータはその一部のみを例示するものであり、ＭＡＣに伝達されたパラ
メータの内容を管理エンティティに伝達する必要がある場合、本明細書で指定していない
パラメータをさらに含むことができる。他の必要なパラメータだけでなく、ＭＡＣに伝達
されたパラメータの内容は、ＴＬＶ（Type-Length-Value）フォーマットで伝達できる。
【００２７】
　１．Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒｅｑｕｅｓｔ
　（１）機能
　前記プリミティブは測距を行うように要求する機能を果たす。管理エンティティは前記
プリミティブを利用して測距を行うように要求する。
【００２８】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒｅｑｕｅｓｔ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　Ｒａｎｇｉｎｇ　Ｔｙｐｅ
　）
【００２９】
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【表１】

　（３）生成時点
　初期ネットワークアクセスのために、ハンドオーバーを実行した後、アイドルモードの
移動局が位置更新を行うために、アイドルモードでネットワークアクセスを試みるために
、又は周期的な測距が必要な場合、前記プリミティブは上位エンティティにより生成され
る。
【００３０】
　（４）受信時の効果
　前記プリミティブを受信すると、測距を行うために、測距タイプに応じて必要な該当Ｔ
ＬＶが含まれ、ＲＮＧ－ＲＥＱ　ＭＡＣ管理メッセージ又は測距ＣＤＭＡコードが無線イ
ンタフェースを介して送信される。
【００３１】
　２．Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、ＭＡＣ管理メッセージの受信によって、特定移動局が測距を要求
したことを上位管理エンティティに通知する。
【００３２】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｉｔｏｎ，
　ＭＳ　Ａｄｄｒｅｓｓ，
　ＣＤＭＡ　Ｃｏｄｅ，
　ＭＡＣ　Ｖｅｒｓｉｏｎ，
　Ｒｅｑｕｉｒｅｄ　Ｄｏｗｎｌｉｎｋ　Ｂｕｒｓｔ　Ｐｒｏｆｉｌｅ，
　Ｓｅｒｖｉｎｇ　ＢＳ　ＩＤ，
　Ｔａｒｇｅｔ　ＢＳ　ＩＤ，
　ＨＯ　Ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ，
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｑｕｅｓｔ，
　Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ＩＤ
　）
【００３３】
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【表２】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＲＮＧ－ＲＥＱ、ＭＡＣ管理メッセージ、又は
測距コードを受信するときに生成される。
【００３４】
　（４）受信時の効果
　受信した測距要求を分析して、測距に対する応答として使用されるＭ＿Ｒａｎｇｉｎｇ
．ｒｅｓｐｏｎｓｅを生成する。
【００３５】
　３．Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　（１）機能
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　測距要求の結果を通知する機能。
【００３６】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＭＳ　Ａｄｄｒｅｓｓ，
　Ｒｅｓｕｌｔ　Ｃｏｄｅ，
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＣＩＤｓ，
　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａｉｎ　Ｆｌａｇ，
　ＨＯ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ，
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ，
　Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，
　Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ＩＤ，
　Ｎｅｘｔ　Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　Ｒａｎｇｉｎｇ
　）
【００３７】
【表３】

　（３）生成時点
　Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎを受信した後、その結果を通知することに
決定した時点に生成される。
【００３８】
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　ＭＡＣ層がＭＡＣ管理メッセージ及び前記プリミティブにより受信したパラメータを含
むＲＮＧ－ＲＳＰを送信する。
【００３９】
　４．Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、測距応答メッセージに含まれる結果を上位管理エンティティに通
知する。
【００４０】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＭＳ　Ａｄｄｒｅｓｓ，
　Ｒｅｓｕｌｔ　Ｃｏｄｅ，
　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　ＣＩＤｓ，
　Ｒｅｓｏｕｒｃｅ　Ｒｅｔａｉｎ　Ｆｌａｇ，
　ＨＯ　Ｐｒｏｃｅｓｓ　Ｏｐｔｉｍｉｚａｔｉｏｎ，
　Ｌｏｃａｔｉｏｎ　Ｕｐｄａｔｅ　Ｒｅｓｐｏｎｓｅ，
　Ｐａｇｉｎｇ　Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ，
　Ｐａｇｉｎｇ　Ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｒ　ＩＤ
　Ｎｅｘｔ　Ｐｅｒｉｏｄｉｃ　Ｒａｎｇｉｎｇ
　）
【００４１】
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【表４】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＲＮＧ－ＲＳＰを受信するときに生成される。
【００４２】
　（４）受信時の効果
　管理エンティティが測距実行の結果に関するリポートを受信する。
【００４３】
　５．Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｒｅｑｕｅｓｔ
　（１）機能
　前記プリミティブは登録を要求する機能を果たす。管理エンティティは前記プリミティ
ブを利用して登録を要求する。
【００４４】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｒｅｑｕｅｓｔ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＩＰ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏｄｅ
　ＩＰ　Ｖｅｒｓｉｏｎ，
　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａｌｌｏｃａｔｉｎｇ　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ，
　Ｐｒｅｖｉｏｕｓ　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ
　）
【００４５】



(11) JP 4603071 B2 2010.12.22

10

20

30

40

【表５】

　（３）生成時点
　ネットワークアクセス手順中に登録のための全ての処理手順が完了した場合、管理エン
ティティが登録を行うように指示するときに生成される。
【００４６】
　（４）受信時の効果
　前記コマンドを受信すると、必要な該当ＴＬＶが追加され、ＲＥＧ－ＲＥＱ　ＭＡＣ管
理メッセージが無線インタフェースを介して送信される。
【００４７】
　６．Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、ＭＡＣ管理メッセージにより上位管理エンティティに行われた登
録要求を受信したことを通知する。
【００４８】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＩＰ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏｄｅ
　ＩＰ　Ｖｅｒｓｉｏｎ，
　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａｌｌｏｃａｔｉｎｇ　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ，
　Ｐｒｅｖｉｏｕｓ　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ
　）
【００４９】
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【表６】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＲＥＧ－ＲＥＱを受信するときに生成される。
【００５０】
　（４）受信時の効果
　受信した登録のパラメータが分析され、前記登録に対する応答としてＭ＿Ｒｅｇｉｓｔ
ｒａｔｉｏｎ．ｒｅｓｐｏｎｓｅが生成される。
【００５１】
　７．Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　（１）機能
　前記プリミティブは登録要求の結果を通知する機能を果たす。
【００５２】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＩＰ　Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏｄｅ
　ＩＰ　Ｖｅｒｓｉｏｎ，
　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａｌｌｏｃａｔｉｎｇ　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ，
　Ｓｋｉｐ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ
　）
【００５３】
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【表７】

　（３）生成時点
　Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎを受信した後、その結果を通知
することに決定した時点に生成される。
【００５４】
　（４）受信時の効果
　ＭＡＣ層がＭＡＣ管理メッセージ及び前記プリミティブにより受信したパラメータを含
むＲＥＧ－ＲＳＰを送信する。
【００５５】
　８．Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、上位管理エンティティに送られた登録の応答メッセージに含まれ
る結果を通知する。
【００５６】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＩＰ　ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ　Ｍｏｄｅ
　ＩＰ　Ｖｅｒｓｉｏｎ，
　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ａｌｌｏｃａｔｉｎｇ　ＩＰ　Ａｄｄｒｅｓｓ，
　Ｓｋｉｐ　Ａｄｄｒｅｓｓ　Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ
　）
【００５７】
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【表８】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＲＥＧ－ＲＳＰを受信するときに生成される。
【００５８】
　（４）受信時の効果
　上位管理エンティティが登録実行の結果に関するリポートを受信する。
【００５９】
　９．Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｒｅｑｕｅｓｔ
　（１）機能
　移動局の基本能力を基地局とネゴシエートするための手順を開始するように上位管理エ
ンティティがＭＡＣ層に要求する機能。
【００６０】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｒｅｑｕｅｓｔ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　Ａｕｔｈｏｒｉｚａｔｉｏｎ　Ｐｏｌｉｃｙ　Ｓｕｐｐｏｒｔ
　）
【００６１】
【表９】

　（３）生成時点
　ネットワークアクセス手順中に端末の基本能力を基地局とネゴシエートするための前処
理手順が終了した時点に生成される。
【００６２】
　（４）受信時の効果
　前記コマンドを受信すると、ネゴシエーションに必要な該当ＴＬＶが挿入され、ＳＢＣ
＿ＲＥＱ　ＭＡＣ管理メッセージが無線インタフェースで送信される。
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【００６３】
　１０．Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、ＭＡＣ管理メッセージにより移動局の基本能力ネゴシエーション
要求を受信したことを上位管理エンティティに通知する。
【００６４】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＳＢＣ－ＲＥＱにあるＰａｒａｍｅｔｅｒｓ
　）
【００６５】
【表１０】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＳＢＣ＿ＲＥＱを受信するときに生成される。
【００６６】
　（４）受信時の効果
　前記受信したパラメータが分析され、これに対する応答として、利用可能なパラメータ
を含むＭ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｒｅｓｐｏｎｓｅが生成され
る。
【００６７】
　１１．Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　（１）機能
　上位管理エンティティが受信した基本能力のうち、サポートできる能力を通知する機能
、すなわちネゴシエーション結果を通知する機能。
【００６８】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎにあるＰａ
ｒａｍｅｔｅｒｓのうちサポートできるもの
　）
【００６９】
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【表１１】

　（３）生成時点
　受信したＭ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎに
含まれる基本能力のうち、基地局がサポートできるものを判断してその結果を通知するこ
とのできる時点に生成される。
【００７０】
　（４）受信時の効果
　ＭＡＣ層は前記プリミティブにより受信したパラメータをＴＬＶフォーマットで含むＳ
ＢＣ＿ＲＳＰ（ＭＡＣメッセージ）を送信する。
【００７１】
　１２．Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、ＳＢＣ＿ＲＳＰから通知された基本能力のネゴシエーション結果
を上位管理エンティティに通知する機能を果たす。
【００７２】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＳＢＣ－ＲＳＰに含まれるＰａｒａｍｅｔｅｒｓ
　）
【００７３】

【表１２】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＳＢＣ＿ＲＳＰを受信するときに生成される。
【００７４】
　（４）受信時の効果
　上位管理エンティティに基本能力ネゴシエーション結果が通知される。
【００７５】
　１３．Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｒｅｑｕｅｓｔ
　（１）機能
　移動局にネットワークアクセスのために認証手順を開始させる機能。
【００７６】
　（２）セマンティクス
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　Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｒｅｑｕｅｓｔ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　ＰＫＭ　ｖｅｒｓｉｏｎ，
　Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ　Ｐｒｏｔｏｃｏｌ
　）
【００７７】
【表１３】

　（３）生成時点
　基本的な無線設定手順及び管理のためのＣＩＤを受信した後、メッセージを送受信でき
るように基地局の認証が受信されるときに生成される。
【００７８】
　（４）受信時の効果
　認証に必要な該当ＴＬＶを含んで無線インタフェースでＰＫＭ＿ＲＥＱ　ＭＡＣ管理メ
ッセージが送信される。
【００７９】
　１４．Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、ＭＡＣ管理メッセージにより移動局認証要求を受信したことを上
位管理エンティティに通知する。このメッセージの終端点は、上位管理エンティティ又は
このようなエンティティを介した認証サーバになり得る。
【００８０】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　Ｃｏｄｅ
　ＰＫＭ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
　ＭＳ　ｃｅｒｔｉｆｉｃａｔｅ
　Ｓｅｃｕｒｉｔｙ　Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ
　ＳＡＩＤ
　）
【００８１】
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【表１４】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＰＫＭ＿ＲＥＱを受信するとき。
【００８２】
　（４）受信時の効果
　受信したプリミティブのパラメータ値を分析して必要な手順を行った後、Ｍ＿Ａｕｔｈ
ｅｎｔｉｃａｔｅ．ｒｅｓｐｏｎｓｅを生成する。
【００８３】
　１５．Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ
　（１）機能
　認証要求に対する基地局処理結果を通知するために、上位管理エンティティは前記処理
結果をＭＡＣ層に報告し、前記プリミティブはその結果を移動局に送信できるようにする
。
【００８４】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｒｅｓｐｏｎｓｅ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　Ｃｏｄｅ
　ＰＫＭ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
　ＡＵＴＨ－Ｋｅｙ
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　Ｋｅｙ－Ｌｉｆｅｔｉｍｅ
　Ｋｅｙ－Ｓｅｑｕｅｎｃｅ－Ｎｕｍｂｅｒ
　ＳＡ－Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒｓ
　）
【００８５】
【表１５】

　（３）生成時点
　Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｉｏｎ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎを受信してその処理が完了
した後、認証に関する情報が移動局に与えられるときに生成される。
【００８６】
　（４）受信時の効果
　ＭＡＣ層がＭＡＣ管理メッセージ及び前記プリミティブにより受信したパラメータを含
むＰＫＭ＿ＲＳＰを送信する。
【００８７】
　１６．Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ
　（１）機能
　前記プリミティブは、認証結果とパラメータを上位管理エンティティに通知する機能を
果たす。
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【００８８】
　（２）セマンティクス
　Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎ（
　Ｓｏｕｒｃｅ，
　Ｄｅｓｔｉｎａｔｉｏｎ，
　Ｃｏｄｅ
　ＰＫＭ　Ｉｄｅｎｔｉｆｉｅｒ
　ＡＵＴＨ－Ｋｅｙ
　Ｋｅｙ－Ｌｉｆｅｔｉｍｅ
　Ｋｅｙ－Ｓｅｑｕｅｎｃｅ－Ｎｕｍｂｅｒ
　ＳＡ－Ｄｅｓｃｒｉｐｔｏｒｓ
　）
【００８９】
【表１６】

　（３）生成時点
　ＭＡＣ層が無線インタフェースを介してＰＫＭ＿ＲＳＰを受信するときに生成される。
【００９０】
　（４）受信時の効果
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　上位管理エンティティが報告された認証結果を受信し、今後の認証に関する動作のため
にパラメータを更新する。通信のためのキーをさらに受信することができる。
【００９１】
　図１４はネットワークアクセスのための測距過程の一実施形態を示すフローチャートで
ある。図１４を参照すると、移動局が測距を行えるように、上位管理エンティティがＮＣ
ＭＳを介してＭＡＣ層にプリミティブを送信する（Ｓ１４０１）。ここで、上位管理エン
ティティは、行われる測距の種類をプリミティブにある測距タイプで通知することにより
、移動局が含まなければならないＴＬＶ値などの様々な要素を決定できるようにする。
【００９２】
　本実施形態において、測距とは、直交周波数分割多元接続（Ｏｒｔｈｏｇｏｎａｌ　Ｆ
ｒｅｑｕｅｎｃｙ　Ｄｉｖｉｓｉｏｎ　Ｍｕｌｔｉｐｌｅｘ　Ａｃｃｅｓｓ；ＯＦＤＭＡ
）におけるネットワークアクセスのための初期測距を意味し、ＣＤＭＡコードをアップリ
ンクの測距区間に競争方式で送信する（Ｓ１４０２）。
【００９３】
　測距ＣＤＭＡコードを受信すると、基地局のＭＡＣ層は、無線信号情報などを含んでこ
れをＭ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎにより上位管理エンティティに通知する
（Ｓ１４０３）。前記受信した測距要求に対する適切な応答を送信するために、上位管理
エンティティは、Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒｅｓｐｏｎｓｅに必要なパラメータ又は進行状
態を含めてＭＡＣに送信する（Ｓ１４０４）。
【００９４】
　Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒｅｓｐｏｎｓｅにより受信した前記パラメータ又は測距進行状
態は、測距応答に含まれて送信される（Ｓ１４０５）。前記送信されたＲＮＧ＿ＲＳＰに
あるパラメータ又は進行状態は、Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎにより
上位管理エンティティに通知される（Ｓ１４０６）。追加測距手順が必要な場合、上位管
理エンティティは、移動局が測距手順を継続して行えるように、Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒ
ｅｑｕｅｓｔを移動局のＭＡＣに送信する（Ｓ１４０７）。
【００９５】
　本実施形態は無線パラメータの設定などの追加動作が必要な例として、測距ＣＤＭＡコ
ードが再び送信される（Ｓ１４０８）。無線信号情報などが移動局に受信された測距コー
ドに含まれて上位管理エンティティに通知される（Ｓ１４０９）。進行中の全ての測距の
結果は基地局のＭＡＣに通知される（Ｓ１４１０）。この結果はＲＮＧ＿ＲＳＰに含まれ
て移動局に送信される（Ｓ１４１１）。前記送信された結果は移動局の上位管理エンティ
ティに通知される（Ｓ１４１２）。
【００９６】
　測距の残りの手順を行うために、上位管理エンティティは他の測距要求を行う（Ｓ１４
１３）。ここでは、前記移動局が無線信号などのチューニングを完了した状態であり、ネ
ットワークアクセスに必要なパラメータの受信のために移動局のＭＡＣアドレスが含まれ
て送信される。
【００９７】
　移動局のＭＡＣアドレスを含めて測距要求を行い（Ｓ１４１４）、前記受信した測距要
求にある移動局アドレスを含むパラメータが上位管理エンティティに伝達される（Ｓ１４
１５）。移動局がネットワークアクセスのための測距手順を完了できるように管理接続Ｉ
Ｄが含まれた後、Ｍ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｒｅｓｐｏｎｓｅがＭＡＣ層に伝達される（Ｓ１
４１６）。前記受信したプリミティブに含まれるパラメータは、ＲＮＧ－ＲＳＰに含まれ
て無線インタフェースを介して移動局に伝達される（Ｓ１４１７）。ＭＡＣに送信された
情報は上位管理エンティティに伝達される（Ｓ１４１８）。
【００９８】
　図１５は登録過程の一実施形態を示すフローチャートである。図１５に示すように、移
動局が登録を行えるように、上位管理エンティティがＭＡＣ層にプリミティブを送信する
（Ｓ１５０１）。ここで、上位管理エンティティは、パラメータを設定して伝達すること
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により、移動局が含まなければならないＴＬＶ値などを決定できるようにする。
【００９９】
　上位管理エンティティから送信された値を含み、登録に必要な他のパラメータを含んで
、ＲＥＧ－ＲＥＱが基地局に送信される（Ｓ１５０２）。前記基地局のＭＡＣ層は、ＲＥ
Ｇ－ＲＥＱを受信し、これに含まれるパラメータに関してＭ＿Ｒａｎｇｉｎｇ．ｉｎｄｉ
ｃａｔｉｏｎにより上位管理エンティティに通知する（Ｓ１５０３）。
【０１００】
　登録を完了するためにネゴシエートされた又はサポートできるパラメータは、Ｍ＿Ｒｅ
ｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｒｅｓｐｏｎｓｅに含まれて基地局のＭＡＣ層に伝達される（Ｓ
１５０４）。上位管理エンティティから伝達されて受信されたパラメータは、ＲＥＧ－Ｒ
ＳＰに含まれて無線インタフェースで送信される（Ｓ１５０５）。無線インタフェースで
受信されたＲＥＧ－ＲＳＰの値は、Ｍ＿Ｒｅｇｉｓｔｒａｔｉｏｎ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔ
ｉｏｎにより上位管理エンティティに伝達される（Ｓ１５０６）。
【０１０１】
　図１６は基本機能ネゴシエーション過程の一実施形態を示すフローチャートである。図
１６に示すように、移動局が基本機能ネゴシエーションを行えるように、上位管理エンテ
ィティがＭＡＣ層にプリミティブを送信する（Ｓ１６０１）。ここで、上位管理エンティ
ティは、パラメータを設定して伝達することにより、移動局が含まなければならないＴＬ
Ｖ値などを決定できるようにする。
【０１０２】
　上位管理エンティティから送信された値及び登録に必要な他のパラメータがＳＢＣ－Ｒ
ＥＱに含まれて基地局に送信される（Ｓ１６０２）。前記ＳＢＣ－ＲＥＱを受信した基地
局のＭＡＣ層は、これに含まれるパラメータをＭ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿
Ｎｅｇｏ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎにより上位管理エンティティに通知する（Ｓ１６０３）
。登録を完了するためにネゴシエートされた又はサポートできるパラメータがＭ＿Ｂａｓ
ｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｒｅｓｐｏｎｓｅに含まれて基地局のＭＡＣ層
に伝達される（Ｓ１６０４）。
【０１０３】
　上位管理エンティティから伝達されて受信されたパラメータは、ＳＢＣ－ＲＳＰに含ま
れて無線インタフェースで送信される（Ｓ１６０５）。無線インタフェースで受信された
ＳＢＣ－ＲＳＰの値は、Ｍ＿Ｂａｓｉｃ＿Ｃａｐａｂｉｌｉｔｙ＿Ｎｅｇｏ．ｃｏｎｆｉ
ｒｍａｔｉｏｎにより上位管理エンティティに伝達される（Ｓ１６０７）。
【０１０４】
　図１７は認証及び許可過程の一実施形態を示すフローチャートである。図１７に示すよ
うに、移動局が認証を受信できるように、上位管理エンティティがＭＡＣ層にプリミティ
ブを送信する（Ｓ１７０１）。ここで、上位管理エンティティから送信された値及び登録
に必要な他のパラメータを含んで、ＰＫＭ－ＲＥＱが基地局に送信される（Ｓ１７０２）
。
【０１０５】
　前記ＰＫＭ－ＲＥＱを受信した基地局のＭＡＣ層は、これに含まれるパラメータをＭ＿
Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｉｎｄｉｃａｔｉｏｎにより上位管理エンティティに通知す
る（Ｓ１７０３）。
【０１０６】
　認証手順を完了するために、上位管理エンティティ又はネットワーク認証エンティティ
により処理された結果は、Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎｔｉｃａｔｅ．ｒｅｓｐｏｎｓｅに含まれて
基地局のＭＡＣ層に伝達される（Ｓ１７０４）。上位管理エンティティから伝達されて受
信されたパラメータは、ＰＫＭ－ＲＳＰに含まれて無線インタフェースで送信される（Ｓ
１７０５）。無線インタフェースで受信されたＰＫＭ－ＲＳＰの値は、Ｍ＿Ａｕｔｈｅｎ
ｔｉｃａｔｅ．ｃｏｎｆｉｒｍａｔｉｏｎにより上位管理エンティティに伝達される（Ｓ
１７０６）。
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【０１０７】
　前記様々な特徴を実現するために、本発明は、様々なタイプのハードウェア及び／又は
ソフトウェア構成要素（モジュール）を用いる。例えば、様々なハードウェアモジュール
は、広帯域無線アクセスシステムで前記スキャニング実行方法の段階を行うために必要な
様々な回路及び構成要素を含む。また、（プロセッサ及び／又は他のハードウェアにより
実行される）様々なソフトウェアモジュールは、本発明の方法の段階を行うために必要な
様々なコード及びプロトコルを含む。
【０１０８】
　測距において（ＭＳ　ＭＡＣの観点）、本発明は、移動局（ＭＳ）のＮＣＭＳから測距
要求を示す第１プリミティブを受信する段階と、測距情報を含む測距要求を基地局のＭＡ
Ｃ層に送信する段階と、前記基地局のＭＡＣ層から測距応答を受信する段階とを含むこと
を特徴とする広帯域無線アクセスシステムのための測距方法を提供する。前記方法は、前
記行われた測距の結果を示す第２プリミティブを前記ＭＳ　ＮＣＭＳに送る段階をさらに
含むことができる。前記測距情報は初期測距を含む。前記測距情報は、ハンドオーバー（
ＨＯ）測距、位置更新測距、及び周期的な測距の少なくとも１つをさらに含む。前記測距
要求はネットワークエントリを示す。前記ネットワークエントリは８０２．１６ネットワ
ークへのエントリである。前記各段階は測距に成功するまで繰り返される。前記測距要求
はコード又はＭＡＣアドレスを含む。
【０１０９】
　測距において（ＢＳ　ＭＡＣの観点）、本発明は、移動局（ＭＳ）のＭＡＣ層から測距
情報を含む測距要求メッセージを受信する段階と、測距要求が受信されたことを示す第１
プリミティブを基地局（ＢＳ）のＮＣＭＳに送る段階とを含むことを特徴とする広帯域無
線アクセスシステムのための測距方法を提供する。前記測距情報は、ＣＤＭＡコード、Ｍ
Ｓ　ＭＡＣアドレス、ＭＡＣバージョン、要求されたダウンリンクバーストプロファイル
、サービングＢＳ　ＩＤ、ターゲットＢＳ　ＩＤ、ハンドオーバー（ＨＯ）指示、位置更
新要求、及びページング制御装置ＩＤの少なくとも１つを含む。前記方法は、測距が行わ
れたことを示す第２プリミティブを前記ＢＳ　ＮＣＭＳから受信する段階と、測距応答を
前記ＭＳ　ＭＡＣに送信する段階とをさらに含む。前記測距応答は、結果コード、管理Ｃ
ＩＤ、リソース維持フラグ（ｒｅｓｏｕｒｃｅ　ｒｅｔａｉｎ　ｆｌａｇ）、ハンドオー
バー過程最適化、位置更新応答、ページング情報、ページング制御装置ＩＤ、次の週期的
な測距の少なくとも１つを含む前記第２プリミティブの情報を含む。
【０１１０】
　登録において（ＭＳの観点）、本発明は、基地局（ＢＳ）から登録応答を受信する段階
と、登録確認を示す第２プリミティブをＮＣＭＳに送る段階とを含むことを特徴とする広
帯域無線アクセスシステムのための登録方法を提供する。前記第２プリミティブは、ＩＰ
アドレス割当方法、ＩＰバージョン、及びスキップアドレス取得の少なくとも１つを含む
。前記ＩＰアドレス割当方法は、ＤＨＣＰ、モバイルＩＰｖ４、ＤＨＣＰｖ６、ＩＰｖ６
ステートレスアドレス自動設定を含む。前記スキップアドレス取得は、ＩＰアドレス変更
なし及びＩＰアドレス再取得の少なくとも一方を含む。前記受信する段階は、ネットワー
クエントリが完了したことを示す。前記方法は、登録を要求するためにＭＳ　ＮＣＭＳか
ら第１プリミティブを受信する段階と、登録要求メッセージをＢＳ　ＭＡＣに送る段階と
をさらに含む。前記第１プリミティブは、ＩＰバージョン、ＩＰアドレス割当方法、及び
以前のＩＰアドレスの少なくとも１つを含む。前記ＩＰアドレス割当方法は、ＤＨＣＰ、
モバイルＩＰｖ４、ＤＨＣＰｖ６、ＩＰｖ６ステートレスアドレス自動設定を含む。
【０１１１】
　登録において（ＢＳ　ＭＡＣの観点）、本発明は、移動局（ＭＳ）のＭＡＣ層から登録
要求メッセージを受信する段階と、登録指示を示す第１プリミティブを基地局（ＢＳ）の
ＮＣＭＳに送る段階と、登録応答を示す第２プリミティブを前記ＢＳ　ＮＣＭＳから受信
する段階と、登録応答メッセージを前記ＭＳ　ＭＡＣに送る段階とを含むことを特徴とす
る広帯域無線アクセスシステムのための登録方法を提供する。前記第１プリミティブは、
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ＩＰバージョン、ＩＰアドレス割当方法、及び以前のＩＰアドレスの少なくとも１つを含
む。前記ＩＰアドレス割当方法は、ＤＨＣＰ、モバイルＩＰｖ４、ＤＨＣＰｖ６、ＩＰｖ
６ステートレスアドレス自動設定を含む。前記第２プリミティブは、ＩＰアドレス割当方
法、ＩＰバージョン、及びスキップアドレス取得の少なくとも１つを含む。前記ＩＰアド
レス割当方法は、ＤＨＣＰ、モバイルＩＰｖ４、ＤＨＣＰｖ６、ＩＰｖ６ステートレスア
ドレス自動設定を含む。前記スキップアドレス取得は、ＩＰアドレス変更なし及びＩＰア
ドレス再取得の少なくとも一方を含む。
【０１１２】
　登録において（ＭＳのＭＩＨの観点）、本発明は、リンクセットアップ手順が完了した
という指示を受信するために行われた登録の結果を示す第２プリミティブをＮＣＭＳから
受信する段階を含み、前記第２プリミティブは、管理サービスアクセスポイント（Ｍ－Ｓ
ＡＰ）及び制御サービスアクセスポイント（Ｃ－ＳＡＰ）の少なくとも一方を介して送受
信されることを特徴とする広帯域無線アクセスシステムのための登録方法を提供する。前
記第２プリミティブは、ＩＰアドレス割当方法、ＩＰバージョン、及びスキップアドレス
取得の少なくとも１つを含む。前記ＩＰアドレス割当方法は、ＤＨＣＰ、モバイルＩＰｖ
４、ＤＨＣＰｖ６、ＩＰｖ６ステートレスアドレス自動設定を含む。前記スキップアドレ
ス取得は、ＩＰアドレス変更なし及びＩＰアドレス再取得の少なくとも一方を含む。前記
方法は、前記受信する段階の前に、登録要求を示す第１プリミティブをＮＣＭＳに送る段
階をさらに含み、前記第１プリミティブは、Ｍ－ＳＡＰ及びＣ－ＳＡＰの少なくとも一方
を介して送受信される。前記方法は、同種ネットワーク及び異種ネットワークの少なくと
も一方とやり取りするメッセージを管理するための移動局の上位層に統一されたインタフ
ェースを設定する段階をさらに含む。
【０１１３】
　本明細書は本発明の様々な実施形態を記述している。特許請求の範囲は本明細書に開示
されている実施形態の多様な変更及び同等の構成をも含むものである。従って、特許請求
の範囲はここに開示されている発明の精神及び範囲内で変更、同等の構造、及び特徴を含
むように広範囲に解釈されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【０１１４】
　本発明の理解を助けるために添付され、本明細書の一部を構成する図面は、本発明の多
様な実施形態を示し、明細書と共に本発明の原理を説明する。
【図１】プロトコルスタック構造の一例を示す図である。
【図２】広帯域無線アクセスシステムにおける移動局の初期化時のネットワークアクセス
過程の一例を示すフローチャートである。
【図３】移動局がダウンリンク同期を取る過程の一実施例を示すフローチャートである。
【図４】移動局がアップリンク同期を取る過程の一実施例を示すフローチャートである。
【図５】移動局が測距を行う過程の一実施例を示すフローチャートである。
【図６】移動局が測距を行う過程の一実施例を示すフローチャートである。
【図７】移動局により実行された基本機能を基地局とネゴシエートする過程の一実施例を
示すフローチャートである。
【図８】移動局のＳＢＣ－ＲＳＣ待機過程の一実施例を示すフローチャートである。
【図９】移動局の登録過程の一実施例を示すフローチャートである。
【図１０】移動局のＲＥＧ－ＲＳＰ待機過程の一実施例を示すフローチャートである。
【図１１】メディア独立ハンドオーバー（ＭＩＨ）を考慮したプロトコル構造の実施形態
を示す図である。
【図１２】遠隔エンティティとの相互作用が必要な場合の動作を示す図である。
【図１３】ローカルエンティティ内でのみ伝達されるプリミティブの実施形態を示す図で
ある。
【図１４】ネットワークアクセスのための測距過程の一実施形態を示すフローチャートで
ある。
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【図１５】登録過程の一実施形態を示すフローチャートである。
【図１６】基本機能ネゴシエーション過程の一実施形態を示すフローチャートである。
【図１７】認証及び許可過程の一実施形態を示すフローチャートである。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】
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